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r6物価_3_2

（単位：千円）

10,960               -                       

1,120                                        -
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

-                       -                       
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

               86,250 -                       

4,473                 
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

-                       
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

-                       34,744               国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年7月5日通知分）

-                       18,300               国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

-                       1,080                 国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（今回追加分）

940                    -                       国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和7年●月通知分）

-                       

-                       国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

10,960               34,744               国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（今回追加分）

1,120                 18,300               国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和7年●月通知分）

-                       1,080                 

87,190               -                       国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年度通知分）

4,473                 54,124               国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年●月通知分）

-                       

103,743              

              157,867
Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費
国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令和
6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）

（給付支援サービス分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  177,603  175,923  22,087  1,120 - 87,190 4,473 - 41,673 18,300 1,080 - 1,680 

令和5年度住民税均等割非課
税世帯（7万円）

（低所得世帯支援枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

令和5年度大玉村電力・ガス・
食料品等価格高騰重点支援
給付金給付事業【物価高騰対
策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 1,120 1,120 - 1,120 - - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　475世帯×70千円　　のうちR６計画分
④R５年度分の住民税非課税世帯　（475世帯）

－ ○ － R6.2 R6.5 対象世帯に対して令和6年2月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R5補正（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

※不足額給付は含まない
2 R5_予備

(※)
一体支援 ○ ○ ○

令和6年度大玉村給付金・定
額減税一体支援枠給付金給
付事業【物価高騰対策給付
金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 91,663 91,663 - 87,190 4,473 - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　161世帯×100千円、令和６年度非課
税化世帯　50世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化世帯　52
世帯×100千円、子ども加算　155人×50千円、定額減税を補足する給
付の対象者　3347人　(81140千円）　　のうちR６計画分
事務費　4473千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託
料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（263世帯）、定額減税を補足する給
付の対象者数（3347人）

－ ○ － R6.4 R7.3 対象世帯に対して令和6年8月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R5予備費）

3 - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の給付費

（家計急変への横出し等・補
正）

4 - - 

一体給付関連の給付費
（上乗せ等・予備費）

5 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

6 - - 

令和6年度住民税均等割非課
税世帯（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援
枠等）

7 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
令和6年度大玉村物価高騰対
策給付金（非課税世帯・子ども
加算）給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ － 19,380 19,380 - 18,300 1,080 - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R６の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　560世帯×30千円、子ども加算
75人×20千円　　のうちR６計画分
事務費　1080千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託
料　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（560世帯）

－ ○ － R7.3 R7.3 対象世帯に対して令和7年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
8 - - 

令和６年度低所得世帯支援枠
等関連の給付費

（家計急変への横出し等・R6補

9 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

10 - - 

令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

政策推進課担当部局課名

22,087                                           07322

【07_福島県】

07322_福島県大玉村

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0243-24-8136

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果があると
考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係

【調整後】本省繰越希望額
（R6補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑦に係る希望額）

（交付限度額⑦を上限とする）
本省繰越希望額

（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（給付費）
交付限度額⑧に係る希望額）

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

seisakusuishinka@vill.otama.lg.jp

総事業費

Ｂ
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事
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連

1,120                                             

移替先

1,587                                                               

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策等分）

小計　交付限度額④

小計　交付限度額⑤

小計　交付限度額⑥

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦　（令和6年12月17日通知分）

小計　交付限度額（R6経済対策等分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額⑩　（今回追加分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（事務費）

交付限度額⑨に係る希望額）

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務

費

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①
配分予定額計

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費
交付限度額②

Ｂ２

国

の

予

算

年

度

(

※

R

5

補

正

、

R

6

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

Ｂ３

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

都道府県・市町村コード（５桁）

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③
にかかる交付対象経費稲葉　洋貴

都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②
にかかる交付対象経費

交付対象経費(地方単独事業費)
（R5経済対策分）

担当者氏名

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④
にかかる交付対象経費

-                                                   

4,473                                             

-                                                   

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

87,190                                           

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨
今回配分予定額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額⑩

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑦
にかかる交付対象経費

41,673                                           

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧にかかる交付対象経費

18,300                                           

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨にかかる交付対象経費

1,080                                             

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額⑩
にかかる交付対象経費

-                                                   

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付

費

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②
今回配分予定額

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費
交付限度額③

配分予定額計

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等
分）　事務費　交付限度額⑨

25,090                                                                     

2,667                                                                      

小計　交付限度額⑧

小計　交付限度額⑨

既配分額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

既配分額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付

費
既配分額

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費

交付限度額⑤
既配分額

国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥

既配分額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

-                                                            

小計　交付限度額②

小計　交付限度額③

既配分額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和5年度本省繰越分）

10,960                                                    

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和7年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和7年●月通知分）

25,090                                                                     

2,667                                                                      

39,744                                                                     

1,120                                                      

-                                                            

1,120                                                      

-                                                            

-                                                            

Ｂ６

172,378                                                                   

小計　交付限度額（R5経済対策分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された給付支援サービス分　交付限度額⑩に係る希望額）

-                                                                     

R

6

経

済

対

策

等

に

か

か

る

本

省

繰

越

希

望

額

記

載

欄

-                                                                            小計　配分予定額（R6経済対策等分）

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

                                                      4,473

                                                      1,083

                                                      5,607

                                                            -

5,000                                                               

6,790                                                               

【調整前】本省繰越額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑦

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

※記載は不要

                                                    87,190

                                                          51

事業
終期

104,877                                                  

総務省

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

特定事業者等
支援

自治体での予算
区分

個人を対象と
した給付金等

備考2 備考3

交付限度額計

基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R6補正）交付限度額⑦

39,744                                                                     推

奨

事

業

メ

ニ

ュ

ー

の

本

省

繰

越

希

望

額

の

調

整

欄

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　給付費

交付限度額④

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

小計　配分予定額（R5経済対策分）

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

                                                    53,610
【調整後】今回配分予定額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦

-                                                                            

67,501                                                                                                                         32,640

                                                        940

                                                            - 5,000                                                                      
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Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費
国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令和
6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）

（給付支援サービス分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果があると
考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる
総事業費

Ｂ
Ｂ２

国

の

予

算

年

度

(

※

R

5

補

正

、

R

6

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

Ｂ３
エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

Ｂ６

事業
終期

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

特定事業者等
支援

自治体での予算
区分

個人を対象と
した給付金等

備考2 備考3基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
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11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応給食費助成事
業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世帯
支援

22,087 22,087 22,087 

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰による小中学生の保護者の負
担軽減を図るため給食費を上乗せ助成する。
②給食費の一部助成に要する経費（教職員は除く）
③
 ・給食費の30％相当分
　玉井小学校 児童数305人×1食300円×年間食数175＝16,012,500円
　　　　　　　　　助成額　16,012,500円×30％＝4,803,750円
　大山小学校 児童数277人×1食300円×年間食数173＝14,376,300円
　　　　　　　　　助成額　14,376,300円×30％＝4,312,890円
　大玉中学校 1・2年生163人×1食356円×年間食数162＝9,400,536円
　　　　　　　　　3年生95人×1食356円×年間食数157＝5,309,740円
　　　　　　　　　助成額　14,710,276円×30％≒4,412,928円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※端数処理のため一致しない
 ・原材料高騰による1食60円上乗せ分
　玉井小学校 児童数305人×1食60円×年間食数175＝3,202,500円
　大山小学校 児童数277人×1食60円×年間食数173＝2,875,260円
　大玉中学校 1・2年生163人×1食60円×年間食数162＝1,584,360円
　　　　　　　　　3年生95人×1食60円×年間食数157＝894,900円
④小中学生の保護者（事務手続きの簡素化のため、保護者の同意の下
で学校が代理として補助金を一括受給する形式を予定

－ － － R6.4 R7.3 対象者への助成100％
大玉村HP及び小中学校を通して保護者へ個別通
知

給食 R6当初（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和6年度大玉村物価高騰対
策給付金（均等割のみ課税世
帯・子ども加算）

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世
帯支援

10,956 10,956 10,956 

①物価高が続く中で、低所得の方々の生活を維持するため、住民税均
等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を給付するとともに、当
該世帯の世帯員である18歳以下の子ども1人当たり2万円を給付する
（横出し給付）
②低所得世帯への給付金及び事務費
③【給付費】R6年度住民税均等割のみ課税世帯
・1世帯あたり3万円×300世帯＝9,000千円
・子ども加算1人2万円×85人＝1,700千円
合計10,700千円
【事務費】
・需用費（事務用品等）50千円、役務費（郵送料等）120千円、人件費86
千円
合計256千円
④R6年度住民税均等割のみ課税世帯

－ ○ － R7.3 R7.3
対象世帯に対して令和7年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

13 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和6年度大玉村物価高騰対
応低所得世帯緊急支援事業
給付金

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世
帯支援

5,600 3,920 3,920 1,680 

①物価高が続く中で、低所得の方々の生活を維持するため、国の重点
支援地方交付金（低所得支援枠）を活用した、住民税非課税世帯を対
象に1世帯あたり1万円を上乗せし給付する。
②低所得世帯への給付金
③【上乗せ給付】R6年度住民税非課税世帯
・1世帯あたり1万円×560世帯＝5,600千円
※県補助金1世帯3千円×560世帯＝1,680千円充当
事業費5,600千円-県補助金1,680千円＝対象経費3,920千円
④R6年度住民税非課税世帯

－ ○ － R7.3 R7.3
対象世帯に対して令和7年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
大玉村燃料高騰対応中小企
業等応援金事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰
対策支援

8,540 8,540 8,540 

①原油価格・物価高騰により経営に影響を受けている村内中小企業等
に応援金を支給することにより、事業継続を支援する。
②業種（事業区分）毎に条件に応じて応援金を一律支給
③【手数料】（申請支援窓口開設事務手数料）
　@2,000円／件＊70件＝140,000円（140千円）
　【交付金（応援金）】
<区分1>一般貨物自動車運送業（事業用車両の稼働台数）
　50台以上：750千円×1事業者＝750千円、30台以上50台未満：　600
千円×2事業者＝1,200千円、10台以上30台未満：300千円×3事業者
＝900千円、10台未満：200千円×1事業者＝200千円
<区分2>自動車運転代行業（一律）
　100千円×2事業者＝200千円
<区分3>宿泊業（収容人数）
　50人以上：250千円×2事業者＝500千円、20人以上50人未満：150千
円×2事業者＝300千円、20人未満：50千円×0事業者＝0千円
<区分4＞その他業種（令和6年11月～令和7年3月のいずれかの月で支
払った光熱費（電気、ガス）、燃料費（ガソリン、軽油、灯油等）の合計
が、
　50万円以上：200千円×10事業者＝2,000千円、25万円以上50万円未
満：100千円×10事業者＝1,000千円、10万円以上25万円未満：50千円
×15事業者＝750千円、5万円以上10万円未満：30千円×20事業者＝
600千円　計8,540,000円（8,540千円）
④村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所
を有する者で村内で事業を営んでいる者

－ － － R7.1 R7.3 対象事業者の事業継続100％ ホームページ等
運輸交通・物流・観
光事業者 R6補正（地）

15 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
大玉村プレミアム付商品券発
行事業

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支え
等を通じた生活
者支援

6,815 6,815 6,815 

①物価高騰対策による地元消費者の支援及び購買意欲拡大等による
地域経済の活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行する。なお、
プレミアム付商品券は、2回（それぞれ最大1,000枚）発行し、10,000円の
購入に対して12,000円の商品券と引換（2割増）とする。
②村商業振興協同組合に対する事務委託料及びプレミアム付商品券の
無償提供分　等
③【需用費（消耗品費）】　事務消耗品等　10,000円
【委託料】2,550,000円×1.1＝2,805,000円
【補助金】プレミアム分　2,000円×1,000枚×2回＝4,000,000円
　計6,815,000円
④大玉村内にお住まいの方

－ － － R7.1 R7.3 発行枚数の90%以上の換金実
績

ホームページ等
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

16 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 畜産飼料高騰対策事業 Ⅱ．物価高の克服 ○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

6,252 6,252 6,252 

①飼料等の価格高騰により影響を受けた畜産農業者への負担軽減を
図り、生産意欲向上、農業継続を目的とした支援を行う。
②飼料等の高騰分に対する支援金
③1件当たりの上限100万円
　　　　乳牛成牛     87頭×21,000円＝1,827,000円
　　　　乳牛育成牛  15頭×14,000円＝  210,000円
         肉牛成牛   280頭×12,000円＝3,360,000円
　　　　肉牛育成牛  50頭× 8,000円＝　400,000円
　　　　豚　 　　　　　250頭× 1,800円＝  450,000円
        合計　6,247,000円
頭数確認による手数料　5,000円
④畜産業を営んでいる農業者

－ － － R7.1 R7.3 対象事業者の事業継続100％ 畜産事業者へ直接通知 農林水産・食品分野 R6補正（地）

17 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 日帰り温泉施設利用促進事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共交
通・物流や地域
観光業等に対
する支援

4,230 4,230 4,230 

①物価高騰等による影響が長期化している状況を踏まえ、村民等の生
活支援及び利用促進を図ることを目的として村内温泉施設の日帰り温
泉利用料金を支援する。
②村内温泉施設4施設（アットホームおおたま、フォレストパークあだた
ら、大玉リゾートヒルズホテル、金泉閣）に対して、1回あたり大人300円、
小人150円の入浴料を補助
③【補助金】
　大人： 300円×1,150人×12か月＝4,140,000円
　小人： 150円×50人×12か月＝90,000円
計：　4,230,000円
④村内温泉施設

－ － － R7.1 R7.3
4施設合計で1月に約1,100人
の集客

ホームページ等
運輸交通・物流・観
光事業者 R6当初（地）

18 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
大玉村宿泊者向けふるさと商
品券交付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共交
通・物流や地域
観光業等に対
する支援

960 960 960 

①物価高騰等による影響が長期化している状況を踏まえ、村民等の生
活支援及び利用促進を図ることを目的として村内宿泊施設に宿泊した
村民を対象に商品券を配布する。
②村民1人1泊につき大人2,000円、小人1,000円の商品券を交付
③【報償費】大人：35泊分×2,000円×12か月＝840,000円
小人：10泊分×1,000円×12か月＝120,000円
計　960,000円
④村内の施設に宿泊した村内に住所を有する者または在勤者

－ － － R7.1 R7.3 4施設合計で1月に約50泊分
の宿泊

ホームページ等
運輸交通・物流・観
光事業者 R6当初（地）


